
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

● 

興
行
場
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
□
令
和
五
年
千
葉
県
条
例
第
三
十
六
号
□ 

○
興
行
場
法
施
行
条
例
□
昭
和
五
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
十
九
号
□
に
関
す
る
資
料
□
第
一
条
関
係
□ 

新 

旧 

 
 

□
許
可
の
申
請
□ 

□
許
可
の
申
請
□ 

第
二
条 

法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
□
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
□
申
請
者
□
と
い
う
□
□
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に

規
則
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
て
□
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

第
二
条 

法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
□
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
□
申
請
者
□
と
い
う
□
□
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に

規
則
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
て
□
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た

だ
し
□
申
請
者
が
興
行
場
営
業
を
営
む
者
□
以
下
□
営
業
者
□
と
い
う
□
□
か
ら
そ
の
興

行
場
の
営
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
で
あ
つ
て
□
当
該
営
業
に
係
る
従
前
の
許
可
の
内
容
□
第

三
号
□
第
四
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
□
□
に
変
更
が
な
い
と

き
は
□
そ
の
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

一
□
六 

略 
 

一
□
六 

略 

 
 

□
承
継
の
届
出
□ 

□
承
継
の
届
出
□ 

第
二
条
の
二 

法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
興
行
場
営
業
を
営
む
者
□
以
下
□
営

業
者
□
と
い
う
□
□
の
地
位
の
当
該
興
行
場
営
業
の
譲
渡
に
よ
る
承
継
の
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
規
則
で
定
め
る
書
類
を

添
付
し
て
□
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

一 

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
□
法
人
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
名
称
□
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
□ 

 

二 

興
行
場
営
業
を
譲
渡
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
□
法
人
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
名
称
□

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
□ 

 

三 

譲
渡
の
年
月
日 

 

四 

興
行
場
の
名
称
及
び
所
在
地 

第
二
条
の
二 

□
新
設
□ 

 

２ 

法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
の
相
続
に
よ
る
承
継
の
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
規
則
で
定
め
る

書
類
を
添
付
し
て
□
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 
 

法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
の
相
続
に
よ
る
承
継
の
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
規
則
で
定
め
る

書
類
を
添
付
し
て
□
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一
□
四 

略 

一
□
四 

略 

３ 

法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
の
合
併
に
よ
る
承
継
の
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
規
則
で
定
め
る

書
類
を
添
付
し
て
□
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
の
合
併
に
よ
る
承
継
の
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
規
則
で
定
め
る

書
類
を
添
付
し
て
□
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一
□
四 

略 
 

一
□
四 

略 
 

４ 

法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
の
分
割
に
よ
る
承
継
の
届
出
を

３ 

法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
の
分
割
に
よ
る
承
継
の
届
出
を



二 

し
よ
う
と
す
る
者
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
規
則
で
定
め
る

書
類
を
添
付
し
て
□
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

し
よ
う
と
す
る
者
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
規
則
で
定
め
る

書
類
を
添
付
し
て
□
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一
□
四 

略 
 

一
□
四 

略 
 

 
 

  

○
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
□
に
関
す
る
資
料
□
第
二
条
関
係
□ 

新 

旧 

 
 

別
表
第
一
□
第
三
条
第
一
項
□ 

別
表
第
一
□
第
三
条
第
一
項
□ 

 

財
産
又
は
事

務
の
種
類 

使
用
料
等 

区
分 

単
位 

額 
 

 

財
産
又
は
事

務
の
種
類 

使
用
料
等 

区
分 

単
位 

額 
 

 
 

略 
 

 
 

 
 

 
 

略 
 

 
 

 
 

旅

館

業

法

□
昭
和
二
十

三
年
法
律
第

百

三

十

八

号
□
に
基
づ

く
も
の 

 

略 
 

 
 

 

旅

館

業

法

□
昭
和
二
十

三
年
法
律
第

百

三

十

八

号
□
に
基
づ

く
も
の 

 

略 
 

 

旅
館
業
の
許

可
を
受
け
た

地
位
の
承
継

の
承
認
申
請

手
数
料 

第
三
条
の
二
第
一
項
□
第
三

条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

旅
館
業
の
許
可
を
受
け
た
地

位
の
承
継
の
承
認
の
申
請
に

対
す
る
審
査 

一
件
に
つ
き 

七
千
七
百円

 

旅
館
業
の
許

可
を
受
け
た

地
位
の
承
継

の
承
認
申
請

手
数
料 

第
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第

三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
旅
館
業
の
許
可
を
受
け

た
地
位
の
承
継
の
承
認
申
請

に
対
す
る
審
査 

一
件
に
つ
き 

七
千
七
百円

 

略 
 

 
 

 

略 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

○
旅
館
業
法
施
行
条
例
□
昭
和
三
十
三
年
千
葉
県
条
例
第
七
号
□
に
関
す
る
資
料
□
第
三
条
関
係
□ 

新 

旧 

 
 

□
趣
旨
□ 
□
趣
旨
□ 

第
一
条 

旅
館
業
法
□
以
下
□
法
□
と
い
う
□
□
第
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
施

設
の
指
定
□
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
□
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
及
び
法

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
事
由
並
び
に
旅
館
業
法
施
行
令
□
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百

五
十
二
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
第
一
条
第
一
項
第
八
号
□
第
二
項
第
七
号
及
び

第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
施
設
の
構
造
設
備
の
基
準
は
□
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
□ 

第
一
条 

旅
館
業
法
□
以
下
□
法
□
と
い
う
□
□
第
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
施

設
の
指
定
□
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
□
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
及
び
法

第
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
由
並
び
に
旅
館
業
法
施
行
令
□
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百

五
十
二
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
第
一
条
第
一
項
第
八
号
□
第
二
項
第
七
号
及
び

第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
施
設
の
構
造
設
備
の
基
準
は
□
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
□ 

 
 



三 

□
施
設
の
指
定
□ 

□
施
設
の
指
定
□ 

第
二
条 

法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
□
法
第
三
条
の
二
第
二
項
□
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び

第
三
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

施
設
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
□ 

第
二
条 

法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
□
法
第
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
条
の
三
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
施
設
は
□
次
の
各
号
に

掲
げ
る
施
設
と
す
る
□ 

一
□
六 
略 

 

一
□
六 

略 
 

２ 

略 
 

２ 

略 
 

 
 

□
意
見
を
求
め
る
者
□ 

□
意
見
を
求
め
る
者
□ 

第
三
条 

法
第
三
条
第
四
項
□
法
第
三
条
の
二
第
二
項
□
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
条

の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
者
は
□

次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
□ 

第
三
条 

法
第
三
条
第
四
項
□
法
第
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
者
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

設
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
□ 

一
□
四 

略 
 

一
□
四 

略 
 

 
 

□
宿
泊
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
事
由
□ 

□
宿
泊
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
事
由
□ 

第
十
五
条 

法
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
由
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
□ 

第
十
五
条 

法
第
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
由
は
□
次
の
と
お
り
と
す
る
□

一
・
二 

略 
 

一
・
二 

略 
 

 
 

  


